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第１ 編 行動計画の基本事項 

第１ 章 新型イ ンフ ルエンザ等対策特別措置法と 市行動計画 

第１ 節 作成の主旨 

新型イ ンフ ルエンザが発生すると 、 ほと んどの人が新型のウイ ルスに対する

免疫を 獲得し ていないため、 パンデミ ッ ク と なり 、 大き な健康被害と こ れに伴

う 社会的影響をも たら すこ と が懸念さ れている。  

それは、 未知の病原体についても 、 既知の病原体であっ ても ウイ ルスの変異

等による新型のウイ ルスの出現であれば同様であり 、 その感染性1の高さ から 社

会的影響が大き いも のが発生する可能性がある。  

こ れら の感染症が発生し た場合には、 国家の危機管理と し て対応する 必要が

ある。  

新型イ ンフ ルエンザ等対策特別措置法（ 平成 24 年法律第 31 号。 以下「 特措

法」 と いう 。） は、 病原性2が高い新型イ ンフ ルエンザ等感染症や、 同様に危険性

のある指定感染症及び新感染症（ 以下「 新型イ ンフ ルエンザ等3」 と いう 。） が発

生し た場合に、国民の生命及び健康を保護し 、国民生活及び国民経済に及ぼす影

響が最小と なるよう にするこ と を 目的に、 国、 地方公共団体、 指定（ 地方） 公共

機関、 事業者等の責務等を定めたも のである。  

こ の特措法及び感染症法4に基づき 、 新型イ ン フ ルエンザ等の発生に備え、 本

市全体の態勢を整備するため、長野市新型イ ンフ ルエンザ等対策行動計画（ 以下

「 市行動計画」 と いう 。） を 定めるも のである。  

 

第２ 節 市行動計画の位置付け 

・ 市行動計画は、 特措法第８ 条の規定に基づき 、 新型イ ンフ ルエンザ等対策の実

施に関する基本的な方針や市が実施する措置等を示すも ので、長野県新型イ ン

フ ルエンザ等対策行動計画（ 以下「 県行動計画」 と いう 。） に基づく 市行動計

画に位置付けら れるも のである。  

・ 市行動計画においては、特定の感染症や過去の事例のみを 前提と するのではな

く 、 新型イ ン フ ルエン ザや新型コ ロナウイ ルス感染症等以外の新たな呼吸器

感染症等が流行する可能性も 想定し つつ、 発生し た新型イ ン フ ルエン ザ等の

特性を踏まえ、様々な状況で対応でき るよう 、対策の選択肢を 示すも のである。 

 

 

 

1 本行動計画においては、分かり やすさ の観点から 、「 病原体が対象に感染する能力と その程度及び感染者から 次の対象

へ感染が伝播する能力と その程度（ 伝播性）」 のこ と を指す言葉と し て用いている。  

2 本行動計画においては、 分かり やすさ の観点から 、「 病原体が病気を引き 起こ す性質及び病原体による病気の重篤

度」 を指す言葉と し て用いている。  

3 特措法第２ 条第１ 号 

4 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（ 平成 10 年法律第 114 号。 以下「 感染症法」 と いう 。）  
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・ 新型イ ンフ ルエンザ等に関する最新の科学的知見、新型イ ンフ ルエンザ等対策

の経験や訓練等を通じ た改善等を 踏まえて、計画の定期的な検討を 行い、県行

動計画の変更があっ た場合には、 適時適切に見直し を 行う 。  

 

≪関係計画等と の相関図≫ 

 

 

第３ 節 対象と する疾患 

・ 特措法の対象と なる新型イ ンフ ルエンザ等は、国民の大部分が現在その免疫を

獲得し ていないこ と 等から 、全国的かつ急速にまん延し 、病状の程度が重篤と

なるおそれがあり 、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を 及ぼすおそれ

があるも のであり 、 具体的には、 以下のと おり 。  

① 新型イ ンフ ルエンザ等感染症5 

② 指定感染症6（ 当該疾病にかかっ た場合の病状の程度が重篤であり 、かつ、

全国的かつ急速なまん延のおそれがあるも の）  

③ 新感染症7（ 全国的かつ急速なまん延のおそれがあるも の）  

 

 

5 感染症法第６ 条第７ 項 

6 感染症法第６ 条第８ 項 

7 感染症法第６ 条第９ 項 
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第２ 章 市行動計画の改定と 感染症危機対応 

第１ 節 新型コ ロナウイ ルス感染症対応での経験 

新型コ ロナウイ ルス感染症（ COVI D-19）（ 以下「 新型コ ロナ」 と いう 。） 8は、

令和２（ 2020） 年２ 月に県内、 同年４ 月に市内において初の患者が確認さ れて以

降、 長き にわたり 市民9生活に大き な影響を及ぼし た。  

市では特措法適用前の令和２ 年１ 月に、 危機管理指針に基づく 長野市新型コ

ロナウイ ルス感染症庁内調整会議を 開催、 ２ 月には長野市新型コ ロ ナウイ ルス

感染症対策本部会議を 設置し 、 特措法適用後の４ 月には法設置の新型コ ロナウ

イ ルス感染症長野市対策本部に移行し た。  

感染が急速に拡大し 、政府による緊急事態宣言が発出さ れるなか、政府や県の

対処方針も 踏まえ、 新規感染者や重症者の発生を 最小限に食い止める こ と で医

療提供体制の維持を 図り 、 市民の生命と 健康を 守る こ と を 最優先目標と し なが

ら 、市民生活及び経済に及ぼす影響が最小限と なるよう 、全庁的に様々な取組を

行っ てき た。  

具体的には、 市民の行動変容（ マスク 着用や換気、 手指衛生の励行、 人混みを

避けると いっ た基本的な感染対策の徹底など） を 促す呼びかけや、不要不急の外

出や感染拡大地域への移動の自粛など、人流を 抑制するための要請を 行い、一方

で必要な方に必要な医療を 提供する ための医療提供体制等の維持や、 まん延を

防止するためのワク チン 個別接種や集団接種も 関係機関などと 連携し ながら 取

り 組んだ。  

令和５ 年５ 月８ 日に感染症法上の５ 類感染症に位置付けが変更さ れてから は、

それまでの「 法律に基づき 行政が様々な要請・ 関与を し ていく 仕組み」 から 、「 個

人の選択を 尊重し 、市民による自主的な取組を ベースと するも の」 に移行し た。  

次の感染症危機に備えるためには、 こ の経験を活かし た取組を 進めるこ と が 

重要である。  

 

第２ 節 市行動計画改定の目的 

市行動計画の改定は、実際の感染症危機対応で把握さ れた課題を踏まえ、次の

感染症危機でよ り 万全な対応を 行う こ と を 目指し て対策の充実等を 図る ために

行う も のである。  

新型コ ロ ナ対応を 振り 返り 、 国、 県及び市において課題を 整理し たと こ ろ 10、

次の点が主な課題と し て挙げら れた。  

 

8 病原体がベータ コ ロナウイ ルス属のコ ロナウイルス（ 2020 年１ 月に、 中華人民共和国から 世界保健機関（ WHO） に対

し て、 人に伝染する能力を有するこ と が新たに報告さ れたも のに限る。 ） であるも の。  

9 本計画における「 市民」 と は、 市内に住所を有する者のほか、 市内に通勤、 通学する者及び市内において事業活動そ

の他の活動を行う 者若し く は団体をいう  

10 国では新型イ ンフ ルエンザ等対策推進会議（ 以下「 推進会議」 と いう 。） において、 2023 年 12 月に「 新型イ ンフ ルエ

ンザ等対策政府行動計画の改定に向けた意見」 と し て、 取り まと めら れた。  
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・ 平時の備えの不足 

・ 変化する状況への柔軟かつ機動的な対応 

・ 情報発信 

こ う し た新型コ ロ ナ対応の経験やその課題を 踏まえ、 次なる 感染症危機対応

を行う に当たっ ては、感染拡大防止と 社会経済活動のバラ ンスを 踏まえた、感染

症危機に強く し なやかに対応でき る社会を目指すこ と が必要である。  

こ う し た社会を 目指すための目標を、 以下のと おり 示す。  

・ 感染症危機に対応でき る平時から の体制作り  

・ 市民生活及び経済活動への影響の軽減 

・ 対策の実施に当たっ ての基本的人権の尊重 

こ れら の目標を 実現でき るよう 、 市行動計画を全面改定するも のである。  
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第３ 節 感染症危機管理の体制 

１  市の体制 

（ １ ） 全庁的、 全市的な取組 

・ 新型イ ンフ ルエンザ等が発生する前において、 庁内調整会議等を通じ 、 事前 

準備の進捗を確認し 、関係部局間等の連携を 確保し ながら 、全庁一体と なっ

た取組を 推進する。  

・ 総務部や保健所を はじ め、 各関係部においては、 国、 県及び事業者と の連携

を強化し 、 発生時に備えた準備を 進める。  

（ ２ ） 実施体制 

( 2) -1 長野市新型イ ンフ ルエンザ等対策本部11（ 以下「 市対策本部」 と いう 。） 

・ 政府により 新型イ ンフ ルエンザ等緊急事態宣言がさ れた時は、直ちに市対策

本部を設置し 、新型イ ンフ ルエンザ等対策を 迅速かつ総合的に推進し 、市民

の健康被害の防止及び社会機能維持を 図る。  

・ 政府によ り まん延防止等重点措置及び緊急事態措置が行われた場合には、  

特措法に基づき 必要な措置を 講じ る。  

  ア 構 成 

・ 本部長： 市長 

・ 副本部長： 危機管理防災監、 副市長 

・ 本部長付： 教育長、 上下水道事業管理者 

・ 本部員： 各部局長 

イ  所管事項 

・ 新型イ ンフ ルエンザ等の発生動向の把握に関するこ と 。  

・ 市内における新型イ ンフ ルエンザ等の感染拡大抑制対策と 予防対策に関 

するこ と 。  

・ 市内における新型イ ンフ ルエンザ等に関する適切な医療の提供に関する 

こ と 。  

・ 市内発生時における社会機能維持に関するこ と 。  

・ 国、 県及び関係機関と の連絡調整に関するこ と 。  

・ 市民に対する正確な情報の提供に関するこ と 。  

・ その他対策本部の設置目的を達成するために必要なこ と 。  

 

 

 

 

 

11 特措法第 34 条 
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≪市対策本部の構成≫ 
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( 2) -2 条例対策本部12 

・ 対象と なる新型イ ンフ ルエンザ等の特措法への位置付け後にあっ ては、政府

対策本部による緊急事態宣言がさ れる前であっ ても 、必要に応じ 、条例に基

づく 市対策本部を設置する。  

( 2) -3 長野市新型イ ンフ ルエンザ等対策に係る懇談会 

・ 幅広い分野にまたがる 専門的知見を 踏まえた新型イ ン フ ルエン ザ等対策を

進めるため、 医学・ 公衆衛生、 市民生活及び経済等を含む幅広い分野の専門

家等で構成さ れる、 長野市新型イ ンフ ルエンザ等対策懇談会を 設置する。  

ア 構 成 

・ 感染症専門医、 医療関係者、 市民生活及び経済等の各分野に関する有識

者等 

・ 事務局：（ 総務部・ 長野市保健所）  

イ  設置目的 

・ 新型イ ンフ ルエンザ等の発生、 再流行及び病原性の変化、 市民生活及び

経済活動への影響に対し て、 保健医療分野、 生活・ 経済分野などから 各

種対策の検討を行う 。  

  ウ 懇談事項 

・ 市行動計画等の立案・ 作成等に関し て意見を聴く 。  

・ 市が実施する新型イ ンフ ルエンザ等の対策について、 迅速かつ的確な対

策を講じ るため、 必要に応じ て随時、 懇談会の意見を 聴く 。  

 

  

 

12 長野市新型イ ンフ ルエンザ等対策本部条例第３ 条 
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第２ 編 新型イ ンフ ルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針 

第１ 章 新型イ ンフ ルエンザ等対策の目的及び実施に関する基本的な考え方等 

第１ 節 新型イ ンフ ルエンザ等対策の目的及び基本的な戦略 

１  新型イ ンフ ルエンザ等の特徴 

（ １ ） 発生の予測や阻止が困難であるこ と  

・ 新型イ ンフ ルエンザ等の発生時期を正確に予知するこ と は困難である。  

また、 その発生そのも のを阻止するこ と は不可能である。  

・ 世界中のどこ かで新型イ ンフ ルエンザ等が発生すれば、市内への侵入も 避け

ら れないと 考えら れる。  

（ ２ ） 市民の生命、 健康や生活・ 経済に大き な影響を 与えるこ と  

・ 長期的には、 市民の多く がり 患するおそれがある。  

・ 患者が急激に増加すると 、 医療提供体制のキャ パシティ を超えてし まう 。  

・ 病原性が高く まん延のおそれのある 新型イ ン フ ルエン ザ等が発生すれば、  

市民の生命や健康、生活・ 経済にも 大き な影響を与えかねない。し たがっ て、

本市の危機管理に関わる 重要な課題と 位置付けて対策を 講じ ていく 必要が

ある。  

 

２  対策の目的及び戦略 

（ １ ） 感染拡大を 可能な限り 抑制し 、 市民の生命及び健康を保護するこ と  

・ 感染拡大を 抑えて、 流行のピーク を 遅ら せ、 医療提供体制の整備やワク チン

製造等のための時間を 確保する。  

・ 流行のピ ーク 時の患者数等を なる べく 少なく し て医療提供体制への負荷を

軽減すると と も に、医療提供体制の強化を図るこ と で、患者数等が医療提供

体制のキャ パシティ を 超えないよう にするこ と により 、治療が必要な患者が

適切な医療を受けら れるよう にする。  

・ 適切な医療の提供により 、 重症者数や死亡者数を 減ら す。  

（ ２ ） 市民生活及び経済に及ぼす影響が最小と なるよう にするこ と  

・ 感染拡大防止と 経済活動のバラ ン スを 踏まえた対策の切替えを 円滑に行う

こ と により 、 市民生活及び経済への影響を軽減する。  

・ 市民生活及び経済の安定を 確保する。  

・ 感染対策等により 、 欠勤者等の数を減ら す。  

・ 事業継続計画の作成や実施等により 、 医療の提供の業務又は市民生活及び 

経済の安定に寄与する業務の維持に努める。   
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第２ 節 新型イ ンフ ルエンザ等対策の基本的な考え方 

１  柔軟な対応 

・ 市行動計画は、新型イ ンフ ルエンザや新型コ ロナウイ ルス感染症等以外の新

たな呼吸器感染症等が流行する可能性を 想定し つつ、発生し た新型イ ンフ ル

エンザ等の特性を踏まえ、様々な状況で対応でき るよう 、対策の選択肢を 示

す。  

・ 実際に新型イ ンフ ルエン ザ等が発生し た際には、 感染症の特徴、 病原体の 

性状（ 病原性、 感染性、 薬剤感受性13等）（ 以下「 病原体の性状」 と いう 。）、

流行の状況、 地域の実情その他の状況を踏まえ、 人権への配慮や、 対策の有

効性、実行可能性及び対策そのも のが市民生活及び経済に与える影響等を 総

合的に勘案し 、市行動計画等で記載するも のの中から 、実施すべき 対策を 選

択し 決定する。  

 

２  段階に応じ た対応 

（ １ ） 発生前の段階（ 準備期）  

・ 地域における医療提供体制の整備やワク チンの供給・ 接種体制の整備、 市民

に対する啓発、 DX の推進や人材育成、 実践的な訓練の実施による 対応体制

の定期的な点検や改善等、新型イ ンフ ルエンザ等の発生に備えた事前の準備

を周到に行う 。  

（ ２ ） 発生し た段階（ 初動期）  

・ 国内で発生し た場合を含め、世界で新型イ ンフ ルエンザ等に位置付けら れる

可能性がある 感染症が発生し た段階では、 直ち に初動対応の体制に切り 替 

える。  

・ 海外で発生し た段階で、病原体の市内への侵入を 完全に防ぐ こ と は困難であ

るが、検疫所と の連携強化等により 、病原体の市内侵入や感染拡大のスピー

ド を でき る限り 遅ら せると と も に、 早期に患者を 発見でき る体制を 敷く 。  

（ ３ ） 対応期 

① 発生当初の封じ 込めを念頭に対応する時期 

・ 感染拡大のスピード を でき る限り 抑えるこ と を 目的と し た対策を 講ずる。 

・ 患者の入院措置や抗イ ンフ ルエンザウイ ルス薬等による治療、感染リ スク

のある 者の外出自粛やその者に対する 抗イ ン フ ルエン ザウイ ルス薬の予

防投与の検討等を 行う 。  

・ 病原性の程度に応じ て、県が行う 不要不急の外出の自粛要請や施設の使用

制限等に協力する。  

 

13 薬剤感受性と は、 感染症の治療に有効な抗微生物薬に対する感受性（ 有効性又は抵抗性） をいう 。  
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・ 国内外の発生当初等の病原性や感染性等に関する 情報が限ら れている 場

合には、 過去の知見等も 踏まえ、 病原性や感染性等が高い場合のリ スク を

想定し 、 封じ 込めを念頭に強力な対策を 実施する。  

・ 常に新し い情報を 収集・ 分析し 、 対策の必要性を評価し 、 更なる情報が得

ら れ次第、 感染拡大のスピード を 抑制し 、 可能な限り 感染者数等を減少さ

せるための対策等、 適切な対策へと 切り 替える。  

・ 状況の進展に応じ て、必要性の低下し た対策についてはその縮小や中止を 

図る等の見直し を 行う 。  

② 感染が拡大し 、 病原体の性状等に応じ て対応する時期 

・ 国、 県及び事業者等と 相互に連携し て、 医療提供体制の確保や市民生活及

び経済の維持のために最大限の努力を行う 。  

・ 変化する状況に対策が必ずし も 適合し なく なるこ と も 含め、様々な事態が 

生じ 、 あら かじ め想定し たと おり にいかないこ と が考えら れるので、 状況

に応じ て臨機応変に対応し ていく 。  

・ 地域の実情等に応じ て、 県対策本部と 協議の上、 柔軟に対策を講ずるこ と

ができ るよう にし 、医療機関を 含めた現場が動き やすく なるよう な配慮や

工夫を 行う 。  

③ ワク チンや治療薬等により 対応力が高まる時期 

・ 科学的知見の集積、 検査体制や医療提供体制の整備、 ワク チンや治療薬の 

普及等の状況の変化等に合わせて、 適切なタ イ ミ ングで、 柔軟かつ機動的

に対策を切り 替える。  

④ 特措法によら ない基本的な感染症対策に移行する時期 

・ 最終的には、 流行状況が収束14し 、 特措法によら ない基本的な感染症対策

に移行する。  

 

３  社会全体で取り 組む感染拡大防止策 

・ 不要不急の外出の自粛要請、 施設の使用制限等の要請、 各事業者における 

業務縮小等による接触機会の抑制など､社会全体で取り 組むこ と により 効果

が期待さ れる。  

・ 全ての事業者は、 自発的に職場における感染予防に取り 組むほか、 継続する 

重要業務を 絞り 込む等の対策を積極的に検討する。  

・ 事業者の従業員のり 患等により 、 一定期間、 サービス提供水準が相当程度低

下する可能性があるこ と について市民に周知し 、理解を 得るための呼びかけ

を行う 必要がある。  

 

14 患者が国内で発生し ているが、 特措法に基づく 対策を必要と し ない流行状況にあるこ と 。  
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４  市民の感染拡大防止策 

・ 事業者や市民一人ひと り が、感染予防や感染拡大防止のための適切な行動や

備蓄等の準備を 行う 必要がある。  

・ 新型イ ンフ ルエンザ等対策は、日頃から の手洗いやマスク 着用等の咳エチケ

ッ ト 等の呼吸器感染症に対する対策が基本と なる。  

・ 特にワク チンや治療薬がない可能性が高い新興感染症等が発生し た場合は、 

公衆衛生対策がより 重要である。  
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第３ 節 様々な感染症に幅広く 対応でき るシナリ オ 

１  有事のシナリ オの考え方 

・ 過去に流行し た新型イ ン フ ルエン ザや新型コ ロ ナウイ ルス感染症等以外の

呼吸器感染症も 念頭に、 中長期的に複数の感染の波が生じ るこ と も 想定し 、 

以下の①から ④までの考え方を踏まえて、 有事のシナリ オを 想定する。  

① 新型イ ン フ ルエンザや新型コ ロ ナウイ ルス感染症等以外の新たな呼吸器

感染症等が流行する 可能性を 想定し つつ、 病原体の性状に応じ た対策等に 

ついても 考慮する。  

② 病原体について限ら れた知見し か明ら かになっ ていない発生初期には、  

感染拡大防止を 徹底し 、 流行状況の早期の収束を 目標と する。  

③ 科学的知見の集積による病原体の性状の把握、検査体制や医療提供体制の

整備、ワク チンや治療薬の普及等の状況の変化や社会経済等の状況に合わせ

て、適切なタ イ ミ ングで、柔軟かつ機動的に対策を 切り 替えるこ と を基本と

する。  

④ 病原体の変異による 病原性や感染性の変化及びこ れら に伴う 感染拡大の

繰り 返し や対策の長期化の場合も 織り 込んだ想定と する。  

 

・ 有事のシナリ オの想定に当たっ ては、病原体の性状に応じ たリ スク 評価の大

く く り の分類を 設け、それぞれのケースにおける対応の典型的な考え方を 示

す。  

・ 対策の切替えについては第３ 編の「 新型イ ンフ ルエンザ等対策の各対策項目

の考え方及び取組」 の部分で具体的な対策内容の記載を 行う 。  

・ 新型イ ン フ ルエン ザ等対策の各対策項目については、 予防や準備等の事前 

準備の部分（ 準備期） と 、 発生後の対応のための部分（ 初動期及び対応期）

に大き く 分けた構成と する。  

 

２  感染症危機における有事のシナリ オ（ 時期ごと の対応の大き な流れ）  

・ 前述の１ の考え方も 踏まえ、 感染症の特徴、 感染症危機の長期化、 状況の  

変化等に応じ て幅広く 対応するため、初動期及び対応期を、対策の柔軟かつ

機動的な切替えに資する よ う 以下のよ う に区分し 、 有事のシナリ オを 想定 

する。 また、 時期ごと の対応の特徴も 踏まえ、 感染症危機対応を行う 。  

 

（ １ ） 初動期 

・ 感染症の急速なまん延及びその可能性のある事態を探知し て以降、政府対策

本部が設置さ れて基本的対処方針が定めら れ、 こ れが実行さ れるまでの間、

感染症の特徴や病原体の性状を明ら かにし つつ、感染拡大のスピード を でき
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る限り 抑えて、感染拡大に対する準備を 行う 時間を 確保するため、新型イ ン

フ ルエンザ等の特徴や事態の推移に応じ て迅速かつ柔軟に対応する。  

 

（ ２ ） 対応期 

・ 対応期については、 以下の①から ④までの時期に区分する。  

① 封じ 込めを念頭に対応する時期 

② 病原体の性状等に応じ て対応する時期 

③ ワク チンや治療薬等により 対応力が高まる時期 

④ 特措法によら ない基本的な感染症対策に移行する時期 

 

① 封じ 込めを念頭に対応する時期 

・ 政府対策本部の設置後、国内での新型イ ンフ ルエンザ等の発生の初期段階

では、 病原体の性状について限ら れた知見し か得ら れていない中で、 諸外

国における感染動向等も 考慮し つつ、 まずは封じ 込めを念頭に対応する。 

・ こ の段階で新型イ ン フ ルエンザであるこ と が判明し た場合は、抗イ ンフ ル

エン ザウイ ルス薬や抗プレ パン デミ ッ ク ワク チン 等の対応を 開始し 、 検

査・ 診療により 感染拡大防止を 図るこ と ができ る可能性があるこ と に留意

する。  

 

② 病原体の性状等に応じ て対応する時期 

・ 感染の封じ 込めが困難な場合は、知見の集積により 明ら かになる病原体の

性状等を踏まえたリ スク 評価に基づき 、感染拡大のスピード や潜伏期間等

を考慮し つつ、確保さ れた医療提供体制で対応でき るレベルに感染拡大の

波（ スピード やピーク 等） を 抑制するべく 、 感染拡大防止措置等を講ずる

こ と を 検討する。  

・ リ スク 評価については、 病原性や感染性等の観点から 、 大く く り の分類を

行っ た上で、 それぞれの分類に応じ 各対策項目の具体的な内容を 定める。

その際、 複数の感染の波への対応や対策の長期化、 病原性や感染性の変化

の可能性を 考慮する。  

 

③ ワク チンや治療薬等により 対応力が高まる時期 

・ ワク チンや治療薬の普及等により 、新型イ ンフ ルエンザ等への対応力が高

まるこ と を 踏まえて、 科学的知見に基づき 、 対策を柔軟かつ機動的に切り

替える。 ただし 、 病原体の変異により 対策を強化さ せる必要が生じ る可能

性も 考慮する。  

・ ワク チンや治療薬の有無や開発の状況等によっ ては、こ う し た時期が到来
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せずに、 次の④「 特措法によら ない基本的な感染症対策に移行する時期」

を迎えるこ と も 想定さ れる。  

 

④ 特措法によら ない基本的な感染症対策に移行する時期 

・ 最終的に、 ワク チン等により 免疫の獲得が進むこ と 、 病原体の変異により

病原性や感染性等が低下する こ と 及び新型イ ン フ ルエン ザ等への対応力

が一定水準を 上回る こ と によ り 、 特措法によ ら ない基本的な感染症対策

（ 出口） に移行する。  

・ こ の初動期から 対応期までの時期ごと の感染症危機対応の大き な流れに

基づき 、 第３ 編の「 新型イ ンフ ルエンザ等対策の各対策項目の考え方及び

取組」 の部分において、 それぞれの時期に必要と なる 対策の選択肢を 定 

める。  

・ 感染や重症化し やすいグループが特にこ ども や若者、高齢者の場合に必要

な措置等については、 社会や医療提供体制等に与える 影響が異なる こ と  

から 、 準備や介入の在り 方も 変化するこ と に留意し つつ対策を 定める。  
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第４ 節 新型イ ンフ ルエンザ等対策実施上の留意事項 

１  国、 県等と の連携協力 

・ 国、 県及び指定（ 地方） 公共機関等と 相互に連携協力し 、 新型イ ンフ ルエン

ザ等対策の的確かつ迅速な実施に万全を 期す。  

・ 市対策本部は、 政府対策本部、 県対策本部と 相互に緊密な連携を 図り つつ、

新型イ ンフ ルエンザ等対策を 総合的に推進する。  

 

２  平時の備えの整理や拡充 

・ 感染症危機への対応には平時から の体制づく り が重要である。 こ のため、 以

下の（ １ ） から（ ５ ） までの取組により 、 平時の備えの充実を進め、 訓練に

より 迅速な初動体制を 確立するこ と を 可能と すると と も に、情報収集・ 共有、

分析の基盤と なる DX の推進等を 行う 。  

 

（ １ ） 新型イ ンフ ルエンザ等の発生時に行う べき 対策の共有と その準備の整理 

・ 将来に必ず起こ り 得る 新型イ ン フ ルエン ザ等の発生時に行う べき 対策を 

関係者間で共有し ながら 、 その実施のために必要と なる準備を 行う 。  

（ ２ ） 初発の感染事例の探知と 迅速な初動の体制整備 

・ 初動対応については、 初発の探知能力を 向上さ せると と も に、 初発の感染事

例を 探知し た後、 速やかに初動対応に動き 出せるよう に体制整備を 進める。 

（ ３ ） 関係者や市民への普及啓発と 訓練等を 通じ た不断の点検や改善 

・ 感染症危機は必ず起こ り 得る も ので あ る と の認識を 広く 感染症対策に  

携わる関係者や市民に持っ ても ら う と と も に、次の感染症危機への備えを よ

り 万全なも のと するために、多様なシナリ オや実施主体による訓練の実施等

を通じ て、 平時の備えについて不断の点検や改善を 行う 。  

（ ４ ） 医療提供体制、 検査体制、 ワク チンの接種体制、 リ スク コ ミ ュ ニケーショ

ン等の備え 

・ 感染症法や医療法等の制度改正によ る 医療提供体制等の平時から の備えの

充実をはじ め、有事の際の速やかな対応が可能と なるよう 、検査体制の整備、  

ワク チンの接種体制、リ スク コ ミ ュ ニケーショ ン等について予算の確保を 含

め平時から の取組を 進める。  

（ ５ ） 負担軽減や情報の有効活用、 国、 県と の連携等のための DX の推進や人材

育成等 

・ 保健所等の負担軽減、 医療関連情報の有効活用、 国、 県と の連携の円滑化等

を図るための DX の推進のほか、 人材育成、 国、 県と の連携等の複数の対策

項目に共通する横断的な視点を念頭に取組を 進める。  
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３  感染拡大防止と 市民経済活動のバラ ンスを 踏まえた対策の切替え 

・ 対策に当たっ ては、 バラ ンスを踏まえた対策と 適切な情報提供・ 共有により

市民生活及び経済活動への影響を 軽減さ せると と も に、身体的、精神的及び

社会的に健康であるこ と を 確保するこ と が重要である。  

・ 以下の（ １ ） から（ ５ ） までの取組により 、 感染拡大防止と 市民経済活動の

バラ ンスを 踏まえた対策の切替えを円滑に行い、市民の生命及び健康の保護

と 市民生活及び経済活動に及ぼす影響が最小と なるよう 対策を 講ずる。  

 

（ １ ） 可能な限り 科学的根拠に基づいた対策の切替え 

・ 対策の切替えに当たっ ては、 感染症の特徴、 病原体の性状、 感染症の発生

状況等も 含めたリ スク 評価を 考慮する。  

・ 可能な限り 科学的な根拠に基づき 対応するため、平時から こ う し たデータ

の収集の仕組みや適時適切なリ スク 評価の仕組みを 構築する。  

（ ２ ）医療提供体制と 市民生活及び経済への影響を 踏まえた感染拡大防止措置 

・ 有事には長野市感染症予防計画（ 以下「 市予防計画」 と いう 。） 及び医療

計画に基づき 、 県と 連携し て医療提供体制の速やかな拡充を 図り つつ、 医

療提供体制で対応でき る レ ベルに感染拡大のスピ ード やピ ーク を 抑制す

るこ と が重要である。  

・ リ ス ク 評価に基づき 、 こ のレ ベルを 超える 可能性がある 場合等には、   

適時適切に感染拡大防止措置等を 講ずる。  

・ その際、 影響を 受ける市民や事業者を 含め、 市民生活及び経済に与える影

響にも 十分留意する。  

（ ３ ） 状況の変化に基づく 柔軟かつ機動的な対策の切替え 

・ 科学的知見の集積による病原体の性状の把握、検査体制や医療提供体制の

整備、ワク チンや治療薬の普及等の状況の変化や社会経済等の状況に合わ

せて、 適切なタ イ ミ ン グで、 柔軟かつ機動的に対策を 切り 替える こ と を 

基本と し て対応する。  

（ ４ ） 対策項目ごと の時期区分 

・ 柔軟な 対応が可能と なる よ う 、 対策の切替え 時期について は、 リ ス ク   

評価等に応じ て、 個別の対策項目ごと に具体的な対策内容を 記載し 、 必要

に応じ て個々の対策の切替えのタ イ ミ ングの目安等を示す。  

（ ５ ） 市民の理解や協力を得るための情報提供・ 共有 

・ 対策に当たっ ては、 市民の理解や協力が最も 重要である。  

・ 平時から 感染症や感染対策の基本的な知識を、学校の現場を はじ め様々な 

場面を 活用し て普及し 、こ ども を含め様々な年代の市民の理解を 深めるた

めの分かり やすい情報提供・ 共有が必要である。  
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・ こ う し た取組を通じ 、 可能な限り 科学的根拠に基づいた情報提供・ 共有に

より 、 市民に適切な判断や行動を 促せるよう にする。  

・ 特に県がまん延防止等重点措置や緊急事態措置等の強い行動制限を 伴う

対策を 講ずる場合には、対策の影響を 受ける市民や事業者の状況も 踏まえ、

対策の内容と その科学的根拠を分かり やすく 発信し 、 説明する。  

 

４  基本的人権の尊重 

・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等対策の実施に当たっ ては、 基本的人権を尊重す

る。  

・ 特措法による要請や行動制限等の実施に当たっ て、市民の自由と 権利に制限

を加える場合は、 必要最小限のも のと する 15。  

・ その際には、 法令の根拠があるこ と を前提と し て、 リ スク コ ミ ュ ニケーショ

ンの観点から も 、 市民に対し て十分説明し 、 理解を得るこ と を 基本と する。 

・ 感染者やその家族、医療関係者に対する誹謗
ひ ぼ う

中傷等の新型イ ンフ ルエンザ等

についての偏見・ 差別は、 人権侵害であり 、 あっ てはなら ない。  

・ こ れら の偏見・ 差別は、 患者の受診行動を 妨げ、 感染拡大の抑制を 遅ら せる

原因と なる可能性がある。また、新型イ ンフ ルエンザ等に対応する医療従事

者等の人員の士気の維持の観点等から も 、 防止するこ と が重要である。  

・ 対策の実施に当たっ ては、より 影響を 受けがちである社会的弱者への配慮に

留意する。  

・ 感染症危機に当たっ ても 市民の安心を 確保し 、新型イ ンフ ルエンザ等による

社会の分断が生じ ないよう 取り 組む。  

 

５  弾力的な措置 

・ 特措法は、 感染症有事における危機管理のための制度であっ て、 緊急事態に

備えて様々な措置を 講ずるこ と ができ るよう 制度設計さ れている。  

・ 新型イ ンフ ルエンザ等感染症、 指定感染症や新感染症が発生し たと し ても 、

病原性の程度や、 ワク チン や治療薬等の対策が有効であるこ と 等により 、  

まん延防止等重点措置や緊急事態措置を 講ずる 必要がないこ と も あり 得る

と 考えら れ、どのよう な場合にも こ れら の措置を 講ずるも のではないこ と に

留意する。  

 

 

 

 

15 特措法第５ 条 
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６  関係機関相互の連携協力の確保 

・ 市対策本部は、 政府対策本部、 県対策本部と 相互に緊密な連携を 図り つつ、

新型イ ンフ ルエンザ対策を 総合的に推進する。  

・ 市は、 特に必要があると 認める時は、 県に対し て、 新型イ ンフ ルエンザ等対

策に関する総合調整を 行う よう 要請する 16。  

 

７  高齢者施設や障害者施設等の社会福祉施設等における対応 

・ 感染症危機における高齢者施設や障害者施設等の社会福祉施設等において

必要と なる医療提供体制等について、平時から 検討し 、有事に備えた準備を

行う 。  

 

８  感染症危機下の災害対応 

・ 市は、 感染症危機下の災害対応についても 想定し 、 国、 県等と 連携し て平時

から 防災備蓄や医療提供体制の強化等を 進め、市を 中心に避難所施設の確保

等を 進めるこ と や、自宅療養者等の避難のための情報共有等の連携体制を 整

えるこ と 等を進める。  

・ 感染症危機下で地震等の災害が発生し た場合、 市は、 国、 県等と 連携し 、 発

生地域における状況を 適切に把握すると と も に、避難所における感染症対策

の強化や、 自宅療養者等への情報共有、 避難の支援等を 速やかに行う 。  

 

９  記録の作成や保存 

・ 対策の実施に係る記録を作成し 、 保存し 、 公表する。  

 

  

 

16 特措法第 24 条第４ 項及び第 36 条第２ 項 
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第５ 節 対策推進のための役割分担 

１  国の役割 

・ 新型イ ン フ ルエン ザ等が発生し た場合は、 自ら その対策を 的確かつ迅速に 

実施し 、 地方公共団体及び指定（ 地方） 公共機関が実施する対策を 的確かつ

迅速に支援する こ と によ り 、 国全体と し て万全の態勢を 整備する 責務を 有 

する 17。  

・ WHO等の国際機関や諸外国と の国際的な連携を 確保し 、 対策に取り 組む。  

・ ワク チ ン その他の医薬品の調査や研究の推進に努める 18と と も に、 新型  

イ ン フ ルエン ザ等に関する調査及び研究に係る国際協力の推進に努める 19。 

・ こ う し た取組等を通じ 、新型イ ンフ ルエンザ等の発生時におけるワク チンや

診断薬、 治療薬等の早期の開発や確保に向けた対策を推進する。  

・ 新型イ ン フ ルエン ザ等の発生前は、 政府行動計画に基づき 、 準備期に位置 

付けら れた新型イ ンフ ルエンザ等対策を 着実に実施すると と も に、定期的な

訓練等により 新型イ ンフ ルエンザ等対策の点検及び改善に努める。  

・ 新型イ ン フ ルエン ザ等対策閣僚会議20（ 以下「 閣僚会議」 と いう 。） 及び   

閣僚会議を 補佐する新型イ ンフ ルエンザ等に関する関係省庁対策会議21（ 以

下「 関係省庁対策会議」 と いう 。） の枠組みを通じ 、 政府一体と なっ た取組

を総合的に推進する。  

・ 指定行政機関は、 政府行動計画等を 踏まえ、 相互に連携を 図り つつ、 新型  

イ ン フ ルエ ン ザ等が発生し た場合の所管行政分野における 発生段階に応 

じ た具体的な対応を あら かじ め決定し ておく 。  

・ 新型イ ンフ ルエンザ等の発生時には、政府対策本部で基本的対処方針を 決定

し 、 対策を 強力に推進する。  

・ 対策の実施に当たっ ては、 推進会議等の意見を聴き つつ、 対策を進める。  

・ 国民等や事業者等の理解や協力を得て対策を行う ため、感染症や感染対策に

関する基本的な情報の提供・ 共有を行う 。  

 

２  県の役割 

・ 新型イ ンフ ルエンザ等が発生し た場合は、 基本的対処方針に基づき 、 県内に

係る 対策を 的確かつ迅速に実施し 、 県内において関係機関が実施する新型 

イ ンフ ルエンザ等対策を総合的に推進する責務を 有する 22。  

 

17 特措法第３ 条第１ 項 

18 特措法第３ 条第２ 項 

19 特措法第３ 条第３ 項 

20 「 新型イ ンフ ルエンザ等対策閣僚会議の開催について」（ 平成 23 年９ 月 20 日閣議口頭了解） に基づき 開催。  

21 「 新型イ ンフ ルエンザ等に関する関係省庁対策会議の設置について」（ 平成 16 年３ 月２ 日関係省庁申合せ） に基づ

き 開催。  

22 特措法第３ 条第４ 項 
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・ 特措法及び感染症法に基づく 措置の実施主体と し ての中心的な役割を 担っ

ており 、基本的対処方針に基づき 、地域における医療提供体制の確保やまん

延防止に関し 的確な判断と 対応を 行う 。  

・ 平時において医療機関と の間で病床確保、 発熱外来、 自宅療養者等への医療

の提供、後方支援又は医療人材の派遣に関する医療措置協定を 締結し 、医療

提供体制を 整備するこ と や、民間検査機関又は医療機関と 平時に検査等措置

協定を締結し 、検査体制を 構築するなど、医療提供体制、保健所、検査体制、

宿泊療養等の対応能力について、 計画的に準備を 行う 。  

・ 有事の際には、 迅速に体制を 移行し 、 感染症対策を 実行する。  

・ こ う し た取組において、 保健所を 設置する長野市及び松本市（ 以下「 保健所

設置市」 と いう 。）、 感染症指定医療機関23等で構成さ れる長野県感染症対策

連携協議会（ 以下「 連携協議会」 と いう 。） 24等を 通じ 、 予防計画や医療   

計画等について協議を 行う 。  

・ 予防計画に基づく 取組状況を 毎年度国に報告し 、 進捗確認を 行う 。  

・ こ れら により 、 平時から 関係者が一体と なっ て、 医療提供体制の整備や新型

イ ンフ ルエンザ等のまん延を防止し ていく ための取組を 実施し 、 PDCA サイ

ク ルに基づき 改善を 図る。  

 

３  市の役割 

・ 新型イ ンフ ルエンザ等が発生し た場合は、 基本的対処方針に基づき 、 市内に

係る対策を 的確かつ迅速に実施し 、市内において関係機関が実施する新型イ

ンフ ルエンザ等対策を 総合的に推進する責務を有する 25。  

・ 住民に最も 近い行政単位と し て、 住民に対するワク チンの接種や、 住民の生

活支援、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生時の要配慮者への支援に関し 、 基本的

対処方針に基づき 、 的確に対策を実施する。  

・ 対策の実施に当たっ ては、 国、 県及び近隣の市町村と 緊密な連携を 図る。  

・ 感染症法においては、まん延防止に関し 、県に準じ た役割を果たすこ と から 、

保健所や検査体制等の対応能力について計画的に準備を 行う と と も に、市予

防計画に基づく 取組状況を 毎年度国に報告し 、 進捗確認を行う 。  

・ 有事の際には、 迅速に体制を 移行し 、 感染症対策を 実行する。  

・ 県と まん延防止等に関する協議を行い、新型イ ンフ ルエンザ等の発生前から

連携を図る。  

 

 

23 感染症法第６ 条第 12 項に規定する感染症指定医療機関のう ち、 市行動計画上では「 特定感染症指定医療機関」、「 第

一種感染症指定医療機関」 及び「 第二種感染症指定医療機関」 に限るも のと する。  

24 感染症法第 10 条の２  

25 特措法第３ 条第４ 項 
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４  医療機関の役割 

・ 新型イ ン フ ルエン ザ等の発生前から 、 地域における 医療提供体制の確保の 

ため、 県と 医療措置協定を 締結し 、 院内感染対策の研修、 訓練や個人防護具

をはじ めと し た必要と なる感染症対策物資等の確保等を 推進する。  

・ 新型イ ンフ ルエンザ等の患者の診療体制を 含めた、業務継続計画の策定及び

連携協議会等を 活用し た地域の関係機関と の連携を 進める。  

・ 新型イ ンフ ルエンザ等の発生時には、感染症医療及び通常医療の提供体制を

確保するため、 医療措置協定に基づき 、 県から の要請に応じ て、 病床確保、  

発熱外来、 自宅療養者等への医療の提供、 後方支援又は医療人材の派遣を 

行う 。  

 

５  指定（ 地方） 公共機関の役割 

・ 指定（ 地方） 公共機関は、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生前から 、 発生時にお

ける対策の内容や実施方法等を定めた業務計画を 作成し 、県知事に報告する。 

・ 新型イ ンフ ルエンザ等が発生し た場合は、 特措法に基づき 26、 新型イ ンフ ル

エンザ等対策を 実施する責務を有する。  

 

６  登録事業者 

・ 登録事業者と は、 新型イ ン フ ルエン ザ等の発生時において、 医療の提供の 

業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を 行う 事業者であり 、

特措法第 28 条に規定する特定接種の対象と なる。  

・ 新型イ ン フ ルエン ザ等の発生前から 、 職場における 感染対策の実施や重要 

業務の事業継続等の準備を 積極的に行う 。  

・ 新型イ ン フ ルエン ザ等の発生時には、 その業務を 継続的に実施する よ う 努 

める 27。  

 

７  一般の事業者 

・ 新型イ ンフ ルエンザ等の発生時に備えて、 職場における感染対策を 行う 。  

・ 国民の生命及び健康に著し く 重大な被害を 与える おそれのある 新型イ ン フ

ルエンザ等の発生時には、感染防止の観点から 、一部の事業を 縮小するこ と

が必要な場合も 想定さ れる。  

・ 特に多数の者が集まる 事業を 行う 者については、 感染防止のための措置の 

徹底が求めら れる 28ため、 平時から マスク や消毒薬等の衛生用品等の備蓄を

 

26 特措法第３ 条第５ 項 

27 特措法第４ 条第３ 項 

28 特措法第４ 条第１ 項及び第２ 項 
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行う よう に努める等、 対策を 行う 必要がある。  

 

８  市民 

・ 新型イ ンフ ルエンザ等の発生前から 、新型イ ンフ ルエンザ等に関する情報や

発生時にと るべき 行動等、その対策に関する知識を 得ると と も に、平素から

の健康管理に加え、基本的な感染対策（ 換気、マスク 着用等の咳エチケッ ト 、

手指衛生、 人混みを 避ける等） 等の個人レベルで実践する。  

・ 新型イ ン フ ルエン ザ等の発生時に備えて、 個人レ ベルにおいても マスク や 

消毒薬等の衛生用品、 食料品や生活必需品等の備蓄を行う よう 努める。  

・ 新型イ ンフ ルエンザ等の発生時には、発生の状況や予防接種等の実施さ れて

いる対策等についての情報を 得て、感染拡大を抑えるための個人レ ベルでの 

対策を実施するよう 努める 29。  

  

 

29 特措法第４ 条第１ 項 
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第２ 章 新型イ ンフ ルエンザ等対策の対策項目と 横断的視点 

第１ 節 市行動計画における対策項目等 

１  市行動計画の主な対策項目 

・ 市行動計画は、 新型イ ンフ ルエンザ等対策の２ つの主たる目的である「 感染 

拡大を可能な限り 抑制し 、 市民の生命及び健康を 保護する」 こ と 及び「 市民

生活及び経済に及ぼす影響が最小と なるよう にする」こ と を 達成するための

戦略を実現する具体的な対策を定めるも のである。  

・ それぞれの対策の切替えのタ イ ミ ングを示し 、関係機関等においても 分かり

やすく 、 取り 組みやすいよう にするため、 以下の 13 項目を 主な対策項目と

する。  

① 実施体制 

② 情報収集・ 分析 

③ サーベイ ラ ンス 

④ 情報提供・ 共有、 リ スク コ ミ ュ ニケーショ ン 

⑤ 水際対策 

⑥ まん延防止 

⑦ ワク チン 

⑧ 医療 

⑨ 治療薬・ 治療法 

⑩ 検査 

⑪ 保健 

⑫ 物資 

⑬ 市民生活及び経済の安定の確保 

 

２  対策項目ごと の基本理念と 目標 

・ 主な対策項目である 13 項目は、 新型イ ンフ ルエンザ等対策の主たる目的の

実現に当たっ て、それぞれの項目が関連し 合っ ているこ と から 、一連の対策

と し て実施さ れる必要がある。  

・ 以下に示す①から ⑬までのそれぞれの対策項目の基本理念と 目標を 把握し 、

対策の全体像や相互の連携を 意識し ながら 対策を 行う こ と が重要である。  

 

① 実施体制 

・ 感染症危機は市民の生命及び健康や市民生活及び経済に広く 大き な被害を

及ぼすこ と から 、 全市的な危機管理の問題と し て取り 組む必要がある。  

・ 国、 県、 市町村、 JI HS、 研究機関、 医療機関等の多様な主体が相互に連携を

図る。  
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・ そのため、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生前から 、 関係機関間において緊密な

連携を維持し つつ、人材の確保・ 育成や実践的な訓練等を通じ て対応能力を

高めておく 必要がある。  

・ 新型イ ンフ ルエンザ等の発生時に、 平時における準備を 基に、 迅速な情報収

集・ 分析と リ スク 評価を 行い、 的確な政策判断と その実行につなげていく  

こ と で、 感染拡大を 可能な限り 抑制し 、 市民の生命及び健康を 保護し 、 市民

生活及び経済に及ぼす影響が最小と なるよう にする。  

 

② 情報収集・ 分析 

・ 感染拡大防止を 目的と し つつ、状況に応じ て市民生活及び経済と の両立を 見

据えた政策上の意思決定に資するよう 、体系的かつ包括的に情報収集・ 分析

及びリ スク 評価を行う こ と が重要である。  

・ そのため、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生前から 、 効率的な情報の収集・ 分析

や提供の体制を 整備すると と も に、定期的な情報収集・ 分析や有事に備えた

情報の整理・ 把握手段の確保を行う 。  

・ 新型イ ンフ ルエンザ等の発生時には、 感染症や医療の状況等の情報収集・ 分

析及びリ スク 評価を 実施すると と も に、市民生活及び経済に関する情報等を

収集し 、リ スク 評価を 踏まえた判断に際し 考慮するこ と で、感染症対策と 経

済活動の両立を 見据えた対策の判断につなげら れるよう にする。  

 

③ サーベイ ラ ンス 

・ 感染症危機管理上の判断に資するよう 、 新型イ ンフ ルエンザ等の早期探知、

発生動向の把握及びリ スク 評価を 迅速かつ適切に行う こ と が重要である。  

・ そのため、平時から 感染症の発生動向の把握等のサーベイ ラ ンスを 実施する

と と も に、新型イ ンフ ルエンザ等の発生時には、有事の感染症サーベイ ラ ン

ス及びリ スク 評価を 実施し 、感染症対策の強化又は緩和の判断につなげら れ

るよう にする。  

 

④ 情報提供・ 共有、 リ スク コ ミ ュ ニケーショ ン  

・ 感染症危機においては、 様々な情報が錯綜
さ く そう

し やすく 、 不安と と も に、 偏見・

差別等が発生し たり 、 偽・ 誤情報が流布し たり するおそれがあり 、 こ う し た

中で、 表現の自由に十分配慮し つつ、 各種対策を 効果的に行う 必要がある。 

・ その時点で把握し ている 科学的根拠等に基づいた正確な情報を 迅速に提供

すると と も に、 可能な限り 双方向のコ ミ ュ ニケーショ ンを行い、 市民、 地方

公共団体、医療機関、事業者等と のリ スク 情報と その見方の共有等を 通じ て、

市民が適切に判断・ 行動でき るよう にするこ と が重要である。  
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・ こ のため、市は、平時から 市民の感染症危機に対する理解を深めると と も に、

想定さ れる事態に備え、リ スク コ ミ ュ ニケーショ ンの在り 方を 整理し 、体制

整備や取組を進める必要がある。  

 

⑤ 水際対策 

・ 海外で新型イ ンフ ルエンザ等が発生し た場合は、病原体の国内侵入を完全に

防ぐ こ と は困難であるこ と を 前提と し つつ、新型イ ンフ ルエンザ等の特徴や

海外における感染拡大の状況等を 踏まえ、迅速に検疫措置の強化や入国制限

等の水際対策を 実施するこ と により 、国内への新型イ ンフ ルエンザ等の病原

体の侵入を でき る限り 遅ら せ、国内の医療提供体制等の確保等の感染症危機

への対策に対応する準備のための時間を 確保する。  

・ 水際対策の決定に当たっ ては、感染症の特徴や病原体の性状その他の状況を

踏まえ、 患者等の人権への配慮や、 対策の有効性、 実行可能性及び対策その

も のが国民生活及び社会経済活動に与える影響を 総合的に勘案の上、内容検

討を 行い、 実施するこ と が重要である。  

・ 新型イ ンフ ルエンザ等の発生当初、病原体の性状に関する情報が限ら れてい

る場合は、過去の知見等も 踏まえ、病原性や感染性等が高い場合のリ スク を

想定し 、強力な水際対策を 実施する必要があるが、常に新し い情報を 収集し 、

対策の必要性を 評価し 、更なる情報が得ら れ次第、適切な対策へと 切り 替え

る。 また、 状況の進展に応じ て、 必要性の低下し た水際対策について、 実施

方法の変更、 縮小や中止等の見直し を 行う 。  

・ 市は、 国の方針を 踏まえ、 市内に滞在する入国者への対応等を 実施する必要

がある。  

 

⑥ まん延防止 

・ 新型イ ンフ ルエンザ等の感染拡大を 可能な限り 抑制し 、健康被害を 最小限に

と どめると と も に、市民生活及び経済活動への影響を最小化するこ と を 目的

と する。  

・ 適切な医療の提供等と あわせて、必要に応じ てまん延防止対策を講ずるこ と

で、感染拡大のスピード やピーク を抑制し 、治療を 要する患者数を 医療提供

体制が対応可能な範囲内に収めるこ と につなげる。  

・ 特に有効な治療薬がない場合や、 予防接種が実施さ れる までの間は、 公衆 

衛生上の観点から 実施するまん延防止対策は重要な施策である。  

・ こ のため、 病原体の性状等を 踏まえたリ スク 評価を 適時適切に行い、 強化さ

れた医療提供体制においても 医療がひっ 迫する 水準の大規模な感染拡大が

生じ るおそれのある場合には、県では特措法に基づき 、必要と 考えら れる地


